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平成 25 年３月 29 日 (金曜日) 号 外石 川 県 公 報 1

規 則

石 川 県 公 報 発 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 九 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 二 十 一 号

石 川 県 公 報 発 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 公 報 発 行 規 則 ( 昭 和 三 十 三 年 石 川 県 規 則 第 三 十 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 た だ し 書 中 ｢ そ の 文 案 に つ い て 、 あ ら か じ め 総 務 課 長 の 審 査 を 受 け 、 公 示 文 例 に 登 録 さ れ て い る も の ｣ を

｢ 総 務 課 長 が 定 型 的 又 は 軽 易 な も の で あ る と 認 め て 別 に 指 定 す る も の ｣ に 改 め る 。

第 五 条 第 二 項 中 ｢ 原 議 書 は 当 該 公 報 の 発 行 を ま つ て ｣ を ｢ 前 項 の 原 議 書 は 、 当 該 公 報 の 発 行 後 、｣ に 改 め る 。

第 六 条 の 見 出 し 中 ｢ 締 切 り ｣ を ｢ 締 切 日 時 ｣ に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 ｢ 締 切 り 日 時 ｣ を ｢ 締 切 日 時 ｣ に 改 め 、 同 項 第

一 号 中 ｢ 水 曜 日 ｣ を ｢ 火 曜 日 ｣ に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 ｢ そ の 週 ｣ を ｢ 前 週 ｣ に 、 ｢ 前 週 ｣ を ｢ 前 々 週 ｣ に 、 ｢ 月 曜 日 の

正 午 ｣ を ｢ 金 曜 日 の 午 後 四 時 ｣ に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 ｢ 締 切 り 日 時 ｣ を ｢ 締 切 日 時 ｣ に 改 め る 。

第 七 条 中 ｢ 総 務 課 ｣ の 下 に ｢ 及 び 主 務 課 ｣ を 加 え 、 同 条 た だ し 書 を 削 る 。

第 九 条 の 見 出 し を ｢( 付 録 )｣ に 改 め 、 同 条 中 ｢ は 毎 月 一 回 附 録 と し て ｣ を ｢ の 付 録 と し て 、 毎 月 一 回 ｣ に 改 め 、

｢ 発 行 す る ｣ の 下 に ｢ も の と す る ｣ を 加 え る 。

第 十 一 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

( 閲 覧 )

第 十 一 条 公 報 は 、 総 務 部 総 務 課 行 政 情 報 サ ー ビ ス セ ン タ ー に 備 え 置 く と と も に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し て 一 般 の

閲 覧 に 供 す る も の と す る 。

第 十 二 条 の 見 出 し を ｢( 配 布 )｣ に 改 め 、 同 条 中 ｢ 個 所 ｣ を ｢ 箇 所 ｣ に 、 ｢ 配 付 す る ｣ を ｢ 配 布 す る ｣ に 改 め 、 同 条

第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 知 事 部 局 主 管 課

第 十 二 条 第 四 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

四 市 町

第 十 三 条 中 ｢ 以 て ｣ を ｢ も つ て ｣ に 改 め る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 四 条 及 び 第 六 条 の 改 正 規 定 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行

す る 。

２ 改 正 後 の 第 四 条 及 び 第 六 条 の 規 定 は 、 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 発 行 す る 公 報 に 登 載 す る 事

項 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 発 行 す る 公 報 に 登 載 す る 事 項 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

平成 25 年 ３ 月 29 日 (金曜日)

号 外

(第 ３５ 号)

規 則
○石川県公報発行規則の一部を改正する規則

(総 務 課) 1
○石川県財務規則の一部を改正する規則 (財 政 課) 2

告 示
○石川県財務規則の規定による廨の名称及び位置の一部
改正 (行政経営課) 2



別 表 第 四 歳 出 の 表 役 務 費 の 部 手 数 料 の 項 中 ｢及び犯罪被害者の医療費｣ を ｢､ 犯罪被害者の医療費及び死亡時画像

診断費｣ に 改 め る

｡

石川県告示第156号

石川県財務規則の規定による廨の名称及び位置 (昭和39年石川県告示第191号) の一部を次のように改正し､ 平成

25年４月１日から施行する｡

平成25年３月29日

石川県知事 谷 本 正 憲

｢石川県農業総合研究センター｣ を ｢石川県農林総合研究センター｣ に､

平成 25 年３月 29 日 (金曜日) 号 外石 川 県 公 報2

石 川 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 九 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 二 十 二 号

石 川 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 財 務 規 則 ( 昭 和 三 十 八 年 石 川 県 規 則 第 六 十 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 号 中 ｢ 、 観 光 交 流 局 長 ｣ を 削 る 。

第 三 条 の 三 第 一 項 中 ｢ 及 び 労 働 委 員 会 事 務 局 ｣ を 削 り 、 ｢ 者 は 物 品 取 扱 員 に 課 ｣ を ｢ 者 又 は 主 務 課 長 が 指 定 す る 者

は 物 品 取 扱 員 に 、 課 ｣ に 改 め る 。

第 六 十 四 条 第 五 号 中 ｢ 及 び 労 働 委 員 会 事 務 局 ｣ を 削 り 、 同 条 中 第 十 三 号 を 第 十 四 号 と し 、 第 六 号 か ら 第 十 二 号 ま で

を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 五 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

六 労 働 委 員 会 事 務 局 次 長

第 百 八 十 三 条 中 ｢ 、 観 光 交 流 局 長 ｣ を 削 る 。

別 表 第 二 中

｢

｣
を

石 川 四 高 記 念 文 化 交 流 館

消 費 生 活 支 援 セ ン タ ー

精 育 園

錦 城 学 園

総 務 課 長

庶 務 課 長

庶 務 課 長

庶 務 課 長

｢

｣

に ､

｢

｣

を石 川 四 高 記 念 文 化 交 流 館 総 務 課 長

土 木 総 合 事 務 所

ダ ム 建 設 事 務 所

庶 務 課 長

庶 務 用 地 課 長

｢

｣

に 改 め る

｡

土 木 総 合 事 務 所 庶 務 課 長

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

告 示

表中

｢

｣

を

石川四高記念文化交流館

石川県消費生活支援センター

石川県精育園

石川県錦城学園

金沢市広坂２丁目

金沢市戸水２丁目

鳳珠郡穴水町

加賀市高尾町

｢

｣
に､石川四高記念文化交流館 金沢市広坂２丁目

｢

｣

を
石川県奥能登土木総合事務所

石川県辰巳ダム建設事務所

輪島市河井町

金沢市末町

｢

｣
に改める｡石川県奥能登土木総合事務所 輪島市河井町

(１箇月2,350円送料とも) 発行人 〒920－8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石 川 県

印刷所 〒921－8002 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 ㈱ 共 栄 TEL(076)292－2236
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